


 
        

      
    

  
 

    
 

  

   

    
  

 
  

    
 

 

    
 

 

   

  
    
    

  
   

 
 

   

 
   

 
 

  

   

  
 

 
   

 

 
 

  
 

 
 

 

      

   

  
 

   
 

 
 

 

 
 

 

    

   
  

    
  

   

 
  

 
 

 

 
 

 

    
  

  
    

  
 

 

    

   
  

    
   

  
 

 
 

   

   
    

   
 

 
  

 
  

 
 

 

   

  
    

  
   

    
 

 

   

   
  

    
  

  
 



         

      

       

  
  

 
 

  

    
 

 

     
 

 

     
 

 
   

  
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

   

   
 

   
    

   

   
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

  
   

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 











5. 規約改定（案） 
 

【改定理由】 

  現行の規約では、各委員会の委員定数について最低人数が定められていますが、近年は委員

の担い手不足もあり、規約に定める人数を確保することが難しい状況が続いています。 

  実際の運営においては、活動内容や立候補状況に応じて柔軟に委員会を運営している実態が

あります。 

  推薦委員会についても、各委員会より委員長・副委員長双方の選出を必要としていましたが、

委員数減少に伴い負担が大きく、選出調整が難しくなるケースがあります。 

  今後も継続して PTA 活動を行っていくため、現状の運営実態に合わせ、各委員会の活動内容

や状況に応じて必要人数を選出できるよう規約を見直し、より柔軟で持続可能な運営体制へ

整えることを目的として改定を発議いたします。 

 

改定前 改定後 

規 約 

 

第十章 専門委員会 

第 32 条 構 成 

専門委員会の組織は次の通りとする。 

（１） 学年委員会は学年ごとに学級数を最低  

   の定数とし、選出する。 

   広報委員会・成人委員会は学年の区別な 

   く、そう学級数の半数を最低の定数とし、 

   選出する。 

（2） 各委員会は互選により、正・副委員長各１

名を選出する。 

 

 

役員の選出の細則 

 

第 2 条 推薦委員会の構成 

推薦委員会は、各種委員会から委員長・副委員長

の各2名、2年目の役員（3～4名）、学校側から各2

名で構成し、互選により委員長・副委員長を決め

る。 

 

規 約 

 

第十章 専門委員会 

第 32 条 構 成 

専門委員会の組織は次の通りとする。 

（１） 学年委員会、広報委員会、成人委員会の

委員は、各年度の学級数および活動内容

を考慮し、必要人数を選出するものとす

る。なお、委員定数については、PTA役員

会にて協議のうえ決定する。 

（２） 各委員会は互選により、正・副委員長各１

名を選出する。 

 

 

役員の選出の細則 

 

第 2 条 推薦委員会の構成 

推薦委員会は、各種委員会から委員長・副委員長

より1名以上、2年目の役員（3～4名）、学校側から

2名で構成し、互選により委員長・副委員長を決め

る。 

 

 （令和８年 5 月 2６日一部改定） 

 

5-①.規約改定案 














